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〈 維持管理マニュアル内容早見表 〉 

① 点検時期について（マニュアル P.2～3、P.17） 

 →定期点検（目視点検）は年一回の融雪期の実施を推奨、臨時点検はイベント発生時に実施す

る。 
 
② 定期点検の内容について（マニュアル P.4～6）（参考資料 1） 

  →定期点検は年一回の目視点検と 5 年に一度の施設点検、斜面点検に区分される。 
 
③ 計器観測について（マニュアル P.6～7） 

  →地下水排除機能確認、地すべり動態監視を目的に 9 孔で半自動観測による継続観測を行う。  
 
④ 臨時点検について（マニュアル P.8） 

  →臨時点検は気象イベント発生時（警戒区分Ⅱ以上の状況）に実施する。 
 
⑤ 警戒体制の区分について（マニュアル P.9～12） 

  →警戒体制はⅠ～Ⅲに区分され、警戒体制Ⅱ以上の状況で臨時点検を実施する。 
 
⑥ 銅山川地区の危険度予測について（マニュアル P.13～15） 

  →肘折観測所の気象データ（15 日間の日雨量、積雪量、気温）、もしくは観測孔 9 孔の地下水位

を安定度評価シートに入力して危険度評価を行う。 
 
⑦ 異常確認時の対応について（マニュアル P.16～17） 

  →斜面変状が確認された場合、状況に応じて立ち入り禁止措置、国道の通行規制を行う。 
 
⑧ 緊急時の連絡体制について（マニュアル P.18） 

  →被害が広範囲に及ぶ可能性があることから関係各所に速やかに連絡し、情報を共有する。 
 
⑨ 目視点検箇所、点検ルートについて（マニュアル P.20～23） 

  →変状が現れやすく、車両から確認できる 13 箇所を点検（全行程点検の所要時間 2 時間弱）。 
 
⑩ 目視点検時の着目ポイントについて（マニュアル P.27～30） 

  →構造物の変状や亀裂等の発生を中心に確認を行い、既往の点検結果と対比する。 
 
⑪古水川流域の点検について（マニュアル P.31） 

  →土砂流出状況の確認を目的として土砂警戒情報レベル 4 以上で古水川流域の点検を行う。 
 
⑫ 観測機器の保守点検について（マニュアル P.32～34） 

  →観測データの回収と機器点検を、融雪後（5 月中旬頃）と積雪前（12 月初旬頃）の年 2 回実 

施する。 
 
⑬ 施設の維持管理について（マニュアル P.35～37） 

  →「治山施設個別施設計画策定マニュアル」に則った施設点検を 5 年に一度の頻度で実施す

る。 

特に銅山川地区の基幹対策である排水トンネルについては、排水量の変化に注意する。 
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 目的 

 本マニュアルは、銅山川地区（南
みなみ

山
やま

地区、寒風
さ ぶ

田
た

地区、湯
ゆ

ノ
の

台
だい

地区、古水川
ふるみずかわ

流域）における、定期

的な斜面状況の確認、観測態勢の整備、気象イベント発生時における斜面点検、状況確認を行い、地

すべりブロックの危険度、安定度の検証・評価を計画的かつ効率的に行うことで、地すべり防止施設

の健全な機能発揮を目的とする。 

 表 1.1 土砂災害の種類と前兆状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
なお、本維持管理マニュアルは、山形県農林水産部森林課（現 森林ノミクス推進課）策定の「山形

県農林水産関係災害対策要領」および「地すべり防止区域点検マニュアル」に基づき、銅山川地区に

おける留意点、確認すべき点等を反映して維持管理に必要な事項を決定し、運用を行う。 
 また、地域の予防計画、応急対応、復旧計画については「大蔵村地域防災計画（風水害等対策編）

-大蔵村防災会議-」に準拠する。 
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 地すべり点検 

以下、銅山川地区の安定度評価、恒久的な安定確保のための維持管理手法（点検方法等）について

とりまとめる。 

 

2.1. 点検時期 
 地すべり防止区域の点検時期は以下に区分される。 
 

① 毎年、融雪期等に 1 年に 1 回の点検 （定期点検） 
② 地すべりが発生する恐れのある豪雨後、地震発生後に行う点検 （臨時点検） 

山形県農林水産部「地すべり防止区域点検マニュアル」総則より 

 
上記に示すように地すべり点検には、施設機能の状態確認や地下水状況の把握、斜面や対策施設の

異常を確認することを目的とした、年 1 回の実施を基本とする「定期点検」と、地震、豪雨等の気象

イベント発生時（後段に記す設定値以上の気象を観測した時）における斜面災害発生の有無を含めた

状況確認を目的とした「臨時点検」に区分される。 

「定期点検」、「臨時点検」ともに点検手法は目視点検を基本とし、必要に応じて点検ハンマーや各

種測定具により被災や損傷の規模・程度を把握する。 

 なお、この「定期点検」や「臨時点検」で異常が確認されれば「追加調査」を実施し、その結果で 

「詳細調査」実施の是非を判断する。 

 なお、地すべり防止区域の点検は基本的に「地すべり防止区域点検マニュアル」（山形県農林水産部

森林課 H18.11）および「山形県農林水産関係災害対策要領の一部改正に関する地すべり防止区域点

検マニュアルの運用について」（H22.4/30 森号外）に準拠して実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1 地すべり防止区域点検マニュアル表紙とマニュアル運用に関する通達  
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図 2.2 地すべり防止区域点検フロー図(山形県農林水産部森林課 地すべり防止区区域点検マニュアルより)  

 

通達により震度4以上で実施 
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2.2. 定期点検 
銅山川地区での地すべり活動の有無（地すべり活動の兆候）、および銅山川地区で導入されている対

策施設の機能低下（劣化）状況を確認することを目的として定期点検を実施する。 

定期点検は「地すべり防止区域点検マニュアル」に示されているとおり、年 1 回の目視による目視

点検とし、点検時期は地すべりが最も活動しやすく、植生の繁茂も少ない融雪直後の実施を推奨する。 

なお、銅山川地区に導入されている治山施設については、「治山施設に係る個別施設計画策定のため

のガイドライン」（林野庁治山課）に則り、5 年に 1 度の施設点検を実施する。特に銅山川地区におい

ては排水トンネルを含めた地下水排除工が基幹対策となっていることから、地下水排除工の機能低下

が地すべりの不安定化につながるため、施設機能の状況確認は重要である。 

  

以下に定期点検の概要をまとめる。 

(1) 目視点検（通常時の点検）（年 1 回：融雪後を推奨） 

 

・銅山川地区においては年 1 回の目視点検により斜面や治山施設の異常の有無を確認し、変

状や異常の早期発見を目的とする。 
・定期点検で異常が確認されれば、「追加調査」を実施し、原因究明を含めた「詳細調査」実

施の必要性を判断する。 

 

  地すべりによる地表変状の有無を斜面周辺より確認する。目視点検箇所は地すべりブロックの外

周を中心に遠望より確認を行い、目視でも変状発生の有無や変状の拡大を確認しやすい既設構造物

を中心に目視点検を行う。 
 ・目的：局所的なものを含め、斜面に変状、構造物に異常が認められないか点検を行う。 
     ※必要に応じて近接して点検 
・時期：年 1 回（融雪期を推奨） 
・範囲：銅山川全域（代表箇所の確認） 
・手法：主に車両からの目視による外観点検 

     目視点検の箇所は斜面変状が顕在化しやすい以下の箇所を確認する。 

〈南山地区〉・・・柳渕橋、村道路面+路肩擁壁、排水トンネル出口、MI-S05 ブロック山腹

土留工、MI-S07-1 ブロック工事用道路のり面  

〈寒風田地区〉・・・国道路面（右側壁部、陥没帯部）、国道直下アンカー工 

〈湯ノ台地区〉・・・山腹工（土留工、のり枠工） 

〈古水川流域〉・・・蔦郷橋からの河床確認、谷止工の確認 

なお、定期点検箇所においては定点位置、同一アングルで写真を撮影し、過去の状況と変化が分か

るようにする。また、全景と近接の写真を少なくとも２枚以上撮影し、過去の点検結果と対比できる

ように写真台帳、点検台帳を整理する。 

 点検項目、点検事項ならびに点検結果については「地すべり防止区域点検マニュアル」（山形県農林

水産部森林課 H18.11）およびに「山形県農林水産関係災害対策要領の一部改正に関する地すべり防

止区域点検マニュアルの運用について」（H22.4/30 森号外）準拠する。 
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(2) 施設点検（5 年に 1 度：治山施設の点検 ※斜面点検と同時に行うと効率的） 

 

・銅山川地区に導入されている治山施設を対象に５年に1度の施設点検を実施する。 

・施設点検は「治山施設個別施設計画策定マニュアル（案）」(平成 29 年度改訂版 林野庁)、

「治山施設に係る個別施設計画策定のためのガイドライン」(平成 28年策定 林野庁治山課)

に則って実施し、更新、補修が必要と判断された施設についての更新計画を立案する。 

 
対象となる治山施設について、施設点検は以下の流れで実施する。 

① 事前調査：治山台帳の整理（点検対象となる施設および位置等の把握） 
        過年度の施設点検結果整理（点検対象となる施設の健全度等の把握）   
② 現地調査：治山施設の点検（施設の位置確認、施設の健全度評価、施設の写真撮影） 
③ 取りまとめ：点検結果取りまとめ（点検チェックシートの作成、個別施設計画整理表(第 1  

      号様式)、写真台帳の作成、位置図等の作成） 
 
健全度評価は以下に示すように、施設の部位別健全度の評価とともに、施設周辺の森林状況等

も踏まえ、施設全体について総合的に健全度の評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検箇所については治山台帳で管理されている全ての施設を対象とするが、重要度が高い施設や、

既往の点検で健全度Ⅲ以上と評価された施設を優先して実施する。 

 ・目的：銅山川に施工されている治山施設の機能評価を行う。 

 ・時期：5 年 1 回を基本（斜面点検と同時期を推奨） 

    ※重要施設について、気象イベント発生後、警戒区分解除時に目視点検を実施。 

 ・範囲：銅山川全域（治山施設台帳で管理されている治山施設を対象） 

 ・手法：治山施設個別施設計画策定マニュアルに則った施設点検と健全度評価を行う。 
 
 銅山川地区に導入されている治山施設は計 372 施設であり、その中でも重要度の高い施設は以下が

挙げられる。 

① 排水トンネル（全体ブロックの基幹対策工） 
② 集水井 
③ MI-S07、MI-S06 ブロックの山腹工（銅山川へ直接土砂が流出する可能性あり） 
④ 寒風田地区のアンカー工、のり枠工（国道が直接被災する可能性あり） 
⑤ YU-S01、YU-S04 ブロックおよび古水川渓間工（施工完了から時間の経過が短い） 

特に排水トンネル坑口における排水流量、集水井の湛水状況の確認、観測孔での経年的な地下水位

の変化により基幹対策となる地下水排除工の劣化状況の確認を重点して行う。 
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(3) 斜面点検（5 年に 1 度：施設点検と同時に行うと効率的） 

 

・銅山川地区で区分されている地すべりブロックの概況踏査を 5 年に 1 度実施する。 
・地すべり施設点検実施時と同時に地すべりブロックの代表箇所の確認を行う。 

 
銅山川地区の既往調査で区分されている各地すべりブロックの斜面点検を行う。 

斜面点検は各地すべりブロックの頭部（滑落崖）、側壁、末端部等、地表現象が現れやすい箇所の

確認を行う（地表変状発生の有無、変状の拡大状況の確認）。実施時期は植生の繁茂が少ない、融雪

直後や初冬期が望ましいが、各ブロックには対策工が導入されていることもあり、施設点検と同時

期に行うと効率的である。 

・目的：各地すべりブロックにおける斜面変状を確認する。 

 ・時期：5 年 1 回を基本（施設点検と同時期を推奨）、点検時に異常確認された場合。 

 ・範囲：銅山川全域（既往調査で区分されている各地すべりブロックを対象） 

 ・手法：徒歩により近接確認（地内現地踏査）し、踏査図面、現況写真を整理する。 

 

2.3. 計器観測（継続観測 ※年間を通した観測データの収集） 
 

・銅山川地区に設置されている地下水観測孔を観測し、経年に地下水位の変化をみることで、

地下水排除工の劣化状態判断の指標とする。 
・地すべり動態観測により地すべり活動の有無を確認する。 

 
継続観測が必要と選定された調査孔での観測（データ回収、データ整理）を行い、各観測孔の計

器状態（稼働状況）の保守・点検と、地下水位については実測を行い、計器の値との整合を図る。 

・目的：銅山川地区の動態監視および地下水位、流量観測により危険度評価を行う。 

・時期：1 年 2 回（融雪後・積雪前）のデータ収集を基本（半自動観測機器を通年で設置）、 

その他、気象イベント発生後、点検時に異常が確認された場合。 

・範囲：銅山川全域（各地すべりブロック）（選定された観測孔） 

    観測孔は以下のとおり（観測併用孔もあるため全 9 孔）。 

・地中伸縮計（観測機器：SLG-100、SLG-50）：M-7-4N、M-7-8N  
    ・地下水位観測（観測機器：Net-LG001、PC-001+DS-1）：M-7-4N、M-7-8N、Z-6、 

TN10-3、TN10-2、BV5-11、
K-6、K-1、K-11 

    ・流量観測（観測機器：Net-LG001+DS-1）：銅山川排水トンネル坑口（TN 排水） 
    ・Web カメラ（ライブカメラ）：銅山川地区対岸 
・手法：現地での実測、データ収集 

 ・保守点検：各観測機器の保守点検について年 1 回の実施を提案する。実施時期は積雪前のデータ

回収時と同時に行うことが望ましい。 

             保守点検は電池の消耗状態、各端子の接続状況、各端子の腐食状況、各ケーブルの断

線状況、保護箱の状況、手測り水位と測定水位との誤差確認と調整、水位センサー先

端の汚れ状況、孔口の倒壊、植生の繁茂等を確認し、点検結果は観測野帳に整理する。 

       ※点検野帳、観測機器の取扱説明書は別途添付。 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3 継続観測調査孔位置図
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2.4. 臨時点検 
 臨時点検の実施 

 

・臨時点検は、震度 4 以上の地震、台風、集中豪雨などの気象イベント発生後や災害が発生、

もしくはその恐れがある場合に実施する。 
・日常点検等で異常が発見された場合、対策工等の対応策を検討するための資料収集を目的

として必要に応じて実施する。 
・変状の程度や原因の把握が困難な場合には「詳細調査」を必要に応じて実施する。 

 
臨時点検は地震、台風、集中豪雨等を経験した後や定期点検で異常が確認された場合に実施するも

のであり、基本的には定期点検と同様な点検を実施するが、気象イベント発生時は緊急性を要するた

め、詳細状況よりも速報性に重点を置き、点検は点検者の安全を確保しつつ、車両からの目視点検に

よる斜面の変状・異常の有無を確認等、速報性を優先した点検を行う。また、臨時点検の結果は速や

かに管理者および関係各所に報告する。 

なお、臨時点検は気象イベント発生後に実施する「気象イベント点検」の他に、警戒解除の判断を

行うための「確認点検」、また詳細な調査立案、対策工立案が必要になった場合の「詳細点検」に区分

される。 

 

 臨時点検の内容 

臨時点検は以下を区分、定義する。 

・「気象イベント点検」※基準以上の気象条件観測後に実施 

 目的：異常気象観測後に斜面変状の発生、構造物に異常が認められないか点検を行う。 

 時期：気象イベント（後段に示す観測値記録後） 

 範囲：銅山川全域（選定地点の確認） 

 手法：車両からの目視による外観点検（詳細よりも速報性を重要視） 

 
・「確認点検」※地すべり活動時、警戒解除時に実施 

 目的：警戒解除判断を行うため、目視点検箇所（異常が確認された箇所）と同じ箇所の 

点検を行い、変状拡大の有無、活動停止（応急対策の状況等を含む）の確認を行う。 

 時期：地すべりや斜面変状が確認された後、応急対策実施後、また警戒解除前 

 範囲：銅山川全域（斜面変状、構造物に変状が確認された箇所） 

 手法：徒歩（目視）による詳細点検。状況によっては計測実施 

 
・「詳細点検」※地すべり活動時、変状確認時に必要に応じて実施 

 目的：異常が確認された斜面において、詳細調査や対策工の計画が必要となった場合、対象範囲

の確定、災害発生機構の検討等、調査計画の立案や対策工計画を行うために、現地踏査、

必要に応じて簡易測量により詳細な状況把握を行う。 

時期：地すべりや斜面変状が確認された後、追加調査や対策工検討が必要な場合 

 範囲：銅山川全域（斜面変状、構造物に変状が確認された箇所） 

 手法：徒歩（目視）による詳細点検。状況によっては測量を実施 
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 警戒体制の区分  

警戒体制については、「山形県農林水産関係災害対策要領」（令和 6 年 4 月 1 日一部改定）では以下

の配備基準が設定され、「特別警戒配備」以上で臨時点検を行う基準となる。 

・「警戒配備」：大雨洪水警報発表時、台風接近時に大雨洪水注意報発表時、強風、大雪注意報発表時 

・「特別警戒配備」：県内で震度 4 以上の地震観測時、台風接近時に大雨洪水警報発表時、 

          暴風警報または大雪注意報発表時、津波注意報発表時 

・「非常配備」：県内で震度 5 以上の地震観測時、津波警報発表時、特別警報発表時、 

        大規模な災害または発生する恐れがある時 
  
銅山川地区においても上記の配備体制に準拠し、地すべり活動が懸念される時における警戒体制と

対応を以下とする。 

 ・警戒体制Ⅰ（待機による状況確認）：山形県農林水産部基準の「警戒配備」に相当 

〈対応〉 
ライブカメラによる状況監視、ノモグラムによる安定度検証、 

         地すべり動態観測変位量の累積性に注意。 
       〈観測基準値〉   

地中伸縮計もしくは地表伸縮計での変位量 1mm/日以上（累積性がみられる） 
        パイプ歪計で 100μ/月以上（累積性がみられる） 

（地すべり防止技術指針 国交省砂防部より） 

       〈気象基準値〉  
・大雨…1 回の降雨量が 50 ミリメートル以上 

※参考：気象庁の基準では、1 時間の雨量で 30mm 以上〜50mm 未満を激しい雨、

50mm 以上〜80mm 未満を非常に激しい雨と表現される。 
・大雪…1 回の降雪量が 25 センチメートル以上 
・地震…震度 4 未満 
地すべりに大きく影響しないため、強風（10 分間の平均風速が 10m/sec 以上、 
暴風（瞬間風速が 30ｍ/sec）は除く。 

        ※警戒区分Ⅰは労働安全衛生法で定められた悪天候時を気象条件の基準値とする。 
 
・警戒体制Ⅱ（臨時点検による現場確認）：山形県農林水産部基準の「特別警戒配備」に相当 

〈対応〉 
臨時点検実施、ライブカメラによる状況監視、ノモグラムによる安定度検証 
観測体制の強化（観測頻度を増やし、動態観測データ量の累積性に注意する） 
移動杭観測、GNSS 観測による移動量監視 

       〈観測基準値〉   
地中伸縮計もしくは地表伸縮計での変位量 10mm/日以上（累積性がみられる） 

         パイプ歪計で 1000μ/月以上（累積性がみられる、準確定変動相当） 
（地すべり防止技術指針 国交省砂防部より） 

       〈気象基準値〉※気象庁肘折観測所の歴代１位以上となる気象を観測した時。  
        ・地震：震度 4 以上の地震（山形県農林水産関係災害対策要領より） 

・降雨：日降水量 212.5mm 以上または時間降水量 67.5mm 以上（※） 
・積雪：最深積雪深 445cm 以上※積雪を記録した時の融雪直後に点検を実施。 

→斜面や対策施設での変状確認や観測データで累積傾向が確認されれば警戒区分Ⅲ 

へ移行する。  
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・警戒体制Ⅲ(常時監視、応急対策、状況では避難）：山形県農林水産部基準の「非常配備」に相当 

〈対応〉 
国道、村道通行止め（変状発生箇所による）、監視員の配置 
地域への警報発報（警報、避難勧告、避難指示等） 
ライブカメラによる状況監視、危険度評価シートによる安定度検証 
観測体制の強化（観測頻度を増やし、動態観測データ量の累積性、停止に注意） 
移動杭観測、GNSS 観測による移動量監視 

       〈観測基準値〉   
地中伸縮計、地表伸縮計での変位量 4mm/時間もしくは変位量 10mm/日以上 
（※変位量に累積性がみられる場合） 

         パイプ歪計で 5000μ/月以上（累積性がみられる、確定変動相当） 
（地すべり防止技術指針 国交省砂防部より） 

       〈気象基準値〉  
        ・気象条件は警戒区分Ⅱと同じとし、警戒区分Ⅱの現地点検結果、観測結果で明瞭

な地すべりの兆候が確認されれば警戒区分Ⅲとする。 
 

・警戒の解除（経過監視、変動停止の確認） 

〈対応〉 

現地確認により安全を確認（応急対策や復旧対策の実施） 
通行規制の解除 
継続観測の実施（観測データにより変動の停止を確認する） 
移動杭観測、GNSS 観測による移動量の停止を確認 

       〈観測基準値〉   

地中伸縮計もしくは地表伸縮計での変位量 0mm を確認 
         パイプ歪計で変動停止を確認 
       〈気象基準値〉  

       ・気象条件は警戒区分Ⅰ以下の気象条件とする。 

   ※警戒の解除は気象条件が基準値以下となり、現地点検で安全が確認され、移動量観測で活動

停止が確認された上で警戒の解除を行う。 

    なお、完全な地すべり活動は停止が確認されていないが、地すべり活動は小康化し、保全対

象への影響が小さいと判断される場合には警戒区分Ⅱにレベルを下げた対応を行う。 
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 管理基準値（警戒体制Ⅱ） 

 銅山川地区においては、以下の状況において警戒体制Ⅱ（臨時点検による現場対応が必要）を構築

する管理基準値とする。（警戒体制Ⅰ、警戒体制Ⅲの気象基準、観測基準は第 3 章を参照） 

警戒体制Ⅱの臨時点検や観測データで地すべり活動の兆候が確認されるようであれば警戒体制Ⅲに

移行する。 

 

4.1. 気象条件による基準 
  臨時点検は、定期点検で異常が確認された場合、また気象庁所管の肘折観測所における過去の気

象データより、過去の調査期間中に経験した以上の気象イベント（現在までに未経験となる気象条件）

となった場合に実施する。 

何れも気象庁肘折観測所の歴代 1 位（統計期間 1976 年～2024 年）の気象条件以上を観測した時

に警戒区分Ⅱ（臨時点検の実施対応）とする。 

なお、気象イベントとは、以下の事象をいう。 
① 調査地周辺で震度 4 以上の地震が観測された場合 

「地すべり防止区域点検マニュアル」（山形県農林水産部森林課 H18.11）と森林課 森号外H222.4/30 より 
    ※肘折観測所で観測された震度４以上の地震：震度 5 弱（2019/6/18 山形県沖地震） 

震度 4 （2011/4/7 宮城県沖） 
震度 4 （2011/3/11 三陸沖） 

② 調査地周辺（気象庁肘折雨量観測所）で歴代 1 位（2024 年 12 月待末までの観測データ）とな

る日降水量 212.5mm 以上(2024/7/25)、もしくは時間降水量 67.5mm 以上(2018/8/6)が
観測された場合 

③ 調査地周辺（気象庁肘折雨量観測所）で最深積雪深 445cm 以上(2018/2/13)が観測された場

合の融雪後 
この臨時点検で変状・異常が認められた箇所については全地区の臨時点検完了後(速報報告後)に個

別に詳細な点検を行う。 
※目視による定期点検や臨時点検の初動時には地域住民や地すべり巡視員を活用する。 
なお、急激に融雪が進んだ時は地すべりが活動する恐れが高いので、積雪深の変化から融雪状況

にも注意する。 
 

4.2. 観測データによる基準 
 観測孔のうち、主要観測孔の継続観測結果で以下の観測データが確認されれば警戒区分Ⅱ（臨時点

検を行実施）とする。 

 〈地すべり動態観測〉 

 ・パイプ歪計：1000μ/月以上：累積傾向が見られる場合（地すべり観測便覧：準確定変動以上） 
 ・地中伸縮計、地表伸縮計：変位量 10mm/日以上が観測された場合（地すべり防止技術指針 国

交省砂防部より）。 
 ※斜面変動が目視で確認されるようであれば既知の測点を用いて移動量観測を行い、地すべりの変

動状況を確認する。 
 
 〈地下水位観測〉 

 ・地下水観測孔の測定値を「銅山川地区安定性評価シート」に入力し、現状安定度の評価が「イエ

ロー」以上となれば警戒区分Ⅱとする。  
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 以下に警戒体制管理フローを示す。 

 

図 4.1 警戒体制時対応フロー図（案） 
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 銅山川全体ブロックの危険度予測 

5.1. 安定度予測手法 
異常気象時等に銅山川全体ブロックの安定度（危険度）を予測、判断することが重要である。しか

し、大規模な地すべりであるため、その危険度を検証、判定するための再調査の実施や解析を行うに

は時間と費用を要する。 

よって、過去の地すべり活動状況、経年の観測データ、三次元 RBSM 解析結果、地下水タンクモデ

ル・対策工施工状況・地下水位・安全率の関係より作成した「銅山川地区安定性評価シート」により、

気象データや水位データを入力することで、大凡の銅山川地区の危険度評価を行う。 

① 15 日間の日降雨量・気温・積雪深（気象庁肘折観測所）からの危険度予測 
経年の地下水涵養量、地下水流動解析結果より、銅山川地区では 15 日タンク累積涵養量と安全率

（Fs）の関係性が高いことが判明している。 
これを利用して、15 日間の日降雨量・気温・積雪深を入力することで、累積涵養量を求めて安定

性を評価する。 
 

② 地下水位（観測継続孔 9 孔の地下水位データ）からの危険度予測 
  降雨と地下水位の相関性が高く、地すべり活動（安全率）と地下水位の関係性が高いことが三次

元 RBSM 解析結果で確認されている地下水観測孔 9 孔の地下水位データを用いて斜面の安定性

を評価する。 
 

 

5.2. 危険度評価（閾値） 
 銅山川地区で想定される災害形態は地すべりであることから、ある気象条件下、水位条件下におい

て、地すべりが安定しているかどうかの判定を行い、気象条件等とは別に地すべりに対する警戒を行

う必要がある。 

 よって、前述した「銅山川地区安定性評価シート」を用いて危険度判定を行う。危険度については

地すべり活動の危険性に応じて、レッド・イエロー・グリーンによる色分けで評価する。 

 評価の区分（閾値）は以下のように区分する。 
 ◯「グリーン」・・・地すべり活動の危険性が低い状態（一定の安定を確保した状況）。 
           安全率では F=1.05 より大きい場合に相当（1.05＜F） 

（※応急工事における計画安全率以上F=1.00～F=1.05（R6年度 災害手帳p527）） 
                     グリーンの状況では通常体制（警戒区分なし）～警戒区分Ⅰ（気象条件が該当 

した場合）とする。 
 

◯「イエロー」・・・地すべり活動の危険性がある状態（地すべり活動の恐れが高まっている状況）。 
           安全率では F=1.00 より大きく、F=1.05 以下相当（1.00<F≦1.05） 

（※応急工事における計画安全率 F=1.00～F=1.05 に相当） 
          イエローの状況では警戒区分Ⅱとし、臨時点検の他に地下水位観測、トンネル

排水流量の観測によるデータ確認を行う。 
 
◯「レッド」・・・・地すべり活動の危険性が高い状況（臨界状態）また、すでに活動している状態。 

           安全率でいうと F=1.00 以下に相当（F≦1.00） 
          レッドの状況では警戒区分Ⅲとし、臨時点検の他、継続した地すべりモニタリ

ングの実施、地すべり活動状況によって避難体制を構築する。 
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〈安定性評価シートの入力〉 

 ◯気象条件からの入力 

 ・気象庁肘折気象観測所の気象データ（※）より、確認日（データ入力日）より 15 日間の日降水

量、気温、最深積雪量を入力する。 

  ※https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php?prec_no=35&block_no=1125&year=&month=&day=&view= 

  入力日より、過去 15 日間の観測データを入力するとデータ入力時点での銅山川全体ブロックの

安定性評価を行うことができる。 

また、観測日より1日～14日後の気象データを予想して入力すると、データ入力時点から最大2

週間先の安定性を予測することができる。ただし、データ入力日から先の気象データは予想値と

なるので、実際の気象データに合わせて確認が必要である。 

表 5.1 「銅山川地区安定性評価シート」入力画面（気象条件） 

 
     青枠内に気象データを入力 

   

https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php?prec_no=35&block_no=1125&year=&month=&day=&view=
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 ◯地下水位条件からの入力 

 ・銅山川地区で継続観測が必要として選定された観測孔 9 孔の地下水位（その日の最高水位）を入

力する。 

  基本的に半自動観測機器によるデータ集積後に最高水位を抽出して入力を行うが、手測りデータ

しかない場合は、手測り測定時の地下水位を入力する。 

  半自動観測データにより日毎の最高水位を入力した場合、過去からデータ入力時時点までの安定

性の推移を確認することができる。また、今後の降雨や融雪等から地下水位を予想して入力した

場合は今後の安定性を予想することができる。 

 

表 5.2 「銅山川地区安定性評価シート」入力画面（地下水位観測データ） 

 

       水色枠内に各日の日最高水位データを入力 
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 異常確認時の対応 

 斜面変状や地すべり活動の兆候が確認された場合、また、地すべり活動が顕在化した場合、速やか

に関係各所への連絡を行うとともに、以下の対応を行う。 
 
◯斜面変状、地すべり活動が確認された時 

 ・対応 1：亀裂の状況によって、立ち入り禁止措置、必要に応じて見張員の配置を行う。 

 ・対応 2：丁張り、移動杭、伸縮計等、簡便な方法で亀裂等の動態観測を行う。 

 ・対応 3：亀裂の範囲（斜面変状発生の範囲）を特定し、応急対策を実施する。 

 ・対応 4：必要に応じて詳細調査を実施し、恒久対策を行う。 
  ↓ 
  対応 2 以降については、以下のように観測体制を強化する。 
  ・ステップ 1（潜在変動）：観測頻度を上げて、累積傾向の有無を確認する。 

・ステップ 2（準確定変動）：丁張りや地表伸縮計により緊急的な変位観測の追加を行う。 
・ステップ 3（確定変動）：移動杭観測（GNSS 観測）を実施し、銅山川地区全体での地すべり 

活動状況の把握を行う。 
・ステップ 4（確定変動）：調査孔の追加設置等による観測体制の拡充を行う。 
・ステップ 5（沈静化）：地すべりの活動停止、小康化が確認されれば、通常の観測体制とする。 

 
◯治山施設に変状が確認された時 

 ・対応 1：施設周辺の立ち入り禁止措置を行う。 

 ・対応 2：施設が機能消失した場合の周辺斜面への影響を踏まえ、影響範囲の立ち入り禁止措置を 

行う。特に渓間工については土石流の危険性と下流への影響を考慮する。 

 ・対応 3：施設機能維持、機能消失防止を目的とした応急対策を実施する。 

 ・対応 4：必要に応じて詳細調査を実施し、補修、更新により施設機能の復旧を図る。 
 
◯道路の通行規制（地すべり活動状況に応じた規制）※通行規制対応フローを次頁に示す 

・通行規制区分Ⅰ：通行規制なし（道路点検の実施） 

         地すべり活動のレベル：潜在変動 

         警戒体制Ⅰ～警戒体制Ⅱ（定期点検～臨時点検実施）に該当 
・通行規制区分Ⅱ：通行注意標識の設置や片側通行等の規制処置（道路管理者に要請する。判断は

道路管理者が決定。） 
         臨時点検結果で異常なければ通行規制なし。 
         地すべり活動のレベル：準確定変動～確定変動 
         警戒体制Ⅱ～警戒体制Ⅲに該当（地すべり活動の兆候が確認される状況） 

・通行規制区分Ⅲ：通行規制、または通行止め。必要に応じて見張員の配置を行う。 
         地すべりの変動停止が確認されるまで通行止めとし、変動停止後の点検で異常

が認められなければ規制解除とする。（道路管理者に要請する。判断は道路管理

者が決定。） 
         地すべり活動のレベル：確定変動～緊急変動 
         警戒体制Ⅲに該当（地すべり活動が顕在化している状況） 

          ※対象道路は生活道として利用されている国道 458 号と村道蕨野・柳渕線 
          ※国道 458 号を通行止めとした場合、肘折温泉への迂回ルートの検討とルート

の確保を早急に行う。 
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図 6.1 通行規制対応判断フロー（案） 
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 緊急時の連絡体制 

 警戒区分Ⅰ以上となった場合、発見者から報告を受けた最上総合支庁産業経済部森林整備課より関

係各所への連絡を行うとともに、警戒区分Ⅱ以上となった場合には実働体制を整える。 

（国機関への連絡は基本的に警戒区分Ⅲ以上の場合、もしくは甚大な被災が想定される場合に連絡）。 

・山形県最上総合支庁産業経済部森林整備課 
  ↓ 
（1 次連絡先） 
・大蔵村産業振興課 
・山形県農林水産部森林ノミクス推進課 
  ↓ 
（2 次連絡先） 
・最上総合支庁建設部（道路管理者,河川管理者）、最上総合支庁産業経済部（農村計画課） 
・大蔵村（危機管理室、地域整備課、農林振興課） 
 ※警戒区分Ⅲ以上の場合、山形森林管理署最上支署（林野庁）、新庄河川事務所（国交省） 
  ↓         （国交省）直轄砂防区間の銅山川への影響が懸念される場合は警戒区分Ⅱで連絡 
（3 次連絡先） 
・消防、警察、各区長 
・建設業者、コンサル 
  ↓ 
・その他、関係機関（必要な状況に応じて連絡） 
※緊急時の連絡・通報は関係各所まで30分以内での伝達完了を厳守する。 

※情報、連絡先が錯綜する可能性があることから、事前に通報先の連絡担当部署を明確にしておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 7.1 緊急時連絡網（案） 

山形県最上総合支庁産業経済部 東北森林管理局山形森林管理署

大蔵村産業振興課（農村整備係） 森林整備課 最上支署（警戒区分Ⅲ以上の場合連絡）

TEL: TEL: TEL:

→大蔵村関係部署へ伝達

関係機関①
最上広域市町村圏事務組合 ＴＥＬ：
消防署南支署 山形県農林水産部 山形県最上総合支庁建設部

TEL: 森林ノミクス推進課 道路計画課

TEL: TEL: 関係機関②

新庄警察署 ※国道458号道路管理者 ＴＥＬ：

TEL：
山形県最上総合支庁建設部

大蔵村　各区長 河川砂防課 関係機関③

升玉，塩，赤松，柳淵，豊牧 TEL: ＴＥＬ：

肘折，金山，鍵金野
山形県最上総合支庁産業経済部

農村計画課 関係機関④

TEL: ＴＥＬ：

国土交通省東北地方整備局 国土交通省東北地方整備局

新庄河川事務所 新庄河川事務所銅山川砂防出張所

（警戒区分Ⅲ以上の場合連絡） TEL:

TEL:

  1. 発生日時･発生場所        6. 収容先の病院名･電話番号    
  2. 事故(災害)の状況        7. 施設被災の有無（電柱・電線、電話線等含む）      
  3. 人的被害の有無        8. 人家、公共施設等への影響に関する情報        
  4. 負傷の程度･処置         9. 国道458号への影響（通行可否）の情報       
  5. 負傷者の所属･氏名･性別･年齢  10. 村道、農道の影響に関する情報    

林野庁東北森林管理局
TEL:

緊急時発生時には，この連絡体制に則って，発注者調査員に30分以内に連絡・通報を完了する

異常発生発見者  火事・救助・救急　119番

 【 報　告　事  項 】

イベント発生！

警戒区分Ⅲ移行時に連絡

最優先する連絡経路
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 点検計画（案） 

8.1. 点検概要 
「定期点検」は斜面の状況確認を目的として年 1 回（融雪後を推奨）の目視点検を実施するものとし、

「治山施設個別施設計画策定マニュアル」に基づき 5 年に 1 回は施設点検を実施する。 

また、これら定期点検とは別に異常時（地震時、豪雨時、斜面変状確認時等）には斜面変状発生の

有無を確認することを目的として「臨時点検」を実施する。 

 なお、年 1 回の定期点検と異常発生時の臨時点検は目視点検を基本とし、変状が現れやすい道路や

既往施設の変状、ならびに当地区の基幹対策となる排水トンネル坑口の排水状況や集水井内の水位上

昇等の確認を中心に行う。 

表 8.1 点検計画（案） 

地区 
点検頻度 

点検内容等 摘要 定期点検 
（施設点検） 

臨時点検 

全体 1 回/年 
（目視点検） 

異常時 
（警戒区分Ⅱ） 
（目視点検） 

・目視点検を基本とする 
・国道、村道、農道の変状の有無 
・山腹工変状の有無 
・既設集水井内の水位上昇の有無 
・地すべり冠頭部、側壁、末端部の
亀裂の有無 

変状が確認された場
合は詳細調査、詳細
点検、各規制等を実
施する。 

全体 1 回/5 年 
（施設点検） 

― 

・施設点検を行い、各施設の機能評
価を行う。 

・「治山施設個別施設計画策定マニュ
アル（案）」（H29 年 3 月林野庁）
に準じて実施する。 

施設の機能低下が確
認された場合、応急
対策、補修、施設の
更新を行う。 

全体  
異常時 

（警戒区分Ⅲ） 
（詳細点検） 

・地すべりの明瞭な活動が確認され
た時に詳細調査を実施する。 

地すべり活動が終息
するまでの調査、対
策工事を実施する。 

 
 
8.2. 点検スケジュール（案） 
 年間を通した点検スケジュールを以下のように検討する。 

 基本的には銅山川地区の地すべりが最も活動しやすい融雪期を中心に実施する。なお、臨時点検に

ついては気象イベント発生時、異常確認時に適宜実施を行う。 

表 8.2 銅山川地区 点検スケジュール（案） 
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地区 目視点検箇所 緯度・経度 確認ポイント 通常点検 臨時点検
ブロック擁壁の亀裂 ◯
道路路面，路肩の亀裂 ◯
上流方向の銅山川右岸渓岸での崩壊等 ◯ ◯
橋台，床版の変状 ◯

国道458号 蕨野への農道分岐付近での路面クラック（ブロック右側壁） ◯
トンネル排水流量 ◯
トンネル排水の濁り ◯ ◯
トンネル坑門工，のり面の変状 ◯ ◯

MI-S06ブロック 土留工およびのり面の変状 ◯ ◯
MI-S05ブロック MI-S05-W01集水井の湛水状況 ◯
国道458号 蕨野への農道分岐付近での路面クラック（ブロック右側壁） ◯ ◯

集水井の変状，湛水の確認 ◯
作業道および水路工の変状 ◯
抑止工周辺および作業道のり面での変状 ◯ ◯

Ⅰ拡大ブロック 109m集水井の変状確認 ◯ ◯
アンカー工の外観確認 ◯
のり枠工の変状 ◯
アンカー工の外観確認 ◯
のり枠工の変状 ◯
アンカー工の外観確認 ◯ ◯
のり枠工の変状 ◯
アンカー工の外観確認 ◯ ◯
のり枠工の変状 ◯

国道458号 湯ノ台への農道分岐付近での路面クラックや落石防護柵の傾倒等 ◯ ◯
国道458号 豊牧への村道分岐付近での路面クラック（頭部〜右側壁） ◯
国道458号 路面および水路のクラック，段差，ズレ等（頭部〜左側壁） ◯ ◯

アンカー工の外観確認 ◯
のり枠工の変状 ◯

泥水川 上流域の斜面状況，作業道の変状 ◯
湯ノ台農道 道路路面の変状 ◯

集水井の変状，湛水の確認 ◯ ◯
のり枠工，土留工の変状 ◯ ◯

YU-S02ブロック 集水井の変状，湛水の確認（集水井２基） ◯
YU-S03ブロック 集水井の変状，湛水の確認（集水井３基） ◯

ボーリング暗渠工の変状，排水状況の確認 ◯ ◯
のり枠工，土留工の変状 ◯
古水川渓間工の変状，土砂堆積状況の確認 ◯ ◯

YU-S08ブロック 集水井の変状，湛水の確認（集水井２基） ◯
上流側の渓岸，渓床状況，護岸工の変状確認 ◯ ◯
下流側の渓岸，渓床状況，護岸工の変状確認 ◯ ◯

折渡・平林線（折渡） 古水川上流側の渓床状況，土砂の流出状況確認 ◯ ◯
古水川地区

柳渕・豊牧線 蔦郷橋

蔦郷地区

YU-S01ブロック

YU-S04ブロック

湯ノ台地区

MI-S07ブロック

南山地区

寒風田地区

国道458号下
（寒風田Ａ地区）

国道458号下
（寒風田C地区）

国道458号下
（寒風田B地区）

国道458号下
（寒風田D地区）

村道蕨野・柳渕線
柳渕橋

排水トンネル坑口

村道蕨野・柳渕線

8.3. 点検検箇所 
 銅山川地区における目視点検における各ブロックの着目点、点検箇所についてまとめる。 

 基本的に目視点検箇所は平成8年融雪期に銅山川全体ブロックが活動した時に斜面変状が確認され

た箇所を主体に確認を行う。 

表 8.3 各ブロックの点検箇所の着目点（案） 
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8.4. 目視点検ルート 
目視点検ルートは銅山川地区全体での地すべり活動の確認、斜面変状発生の有無を確認することを

目的として、地表現象が現れやすいポイントや過去の地すべり活動で斜面変状が確認された箇所に絞

って、以下に示す 13 地点を以下の順序で目視による確認を行う。 

目視点検結果は P.24～P.27 にまとめる目視点検結果シートおよび地すべり防止区域点検マニュア

ル」様式（P.32～P.33 参照）に整理する（点検毎にシートを追加し、ファイリングする）。 
 

〈銅山川地区の目視点検ルート〉 

① 銅山川対岸（カメラ位置） 
② 銅山橋（村道銅山川横断箇所） 
③ 排水トンネル坑口 
④ 右側壁末端（村道） 
⑤ 右側壁中部（村道） 
⑥ 右側壁国道横断部（国道 458 号、蕨野農道分岐） 
⑦ 右側壁国道のり面（国道 458 号） 
⑧ 泥水沢上流（寒風田のり枠アンカー工） 
⑨ 右側壁～滑落崖（国道 458 号、村道柳渕豊牧線分岐） 
⑩ 滑落崖・陥没帯（湯の台農道） 
⑪ 滑落崖～左側壁（国道 458 号） 
⑫ 蔦郷橋（村道） 
⑬ 沼の台橋（村道）・・・計 13 地点 

 
なお、銅山川地区は対象範囲が広く、また確認すべき箇所も点在しており、臨時点検は速報性が必

要という観点から、２班体制での点検を実施することが望ましい。 

現地周辺の道路状況等のシミュレーション結果から、臨時点検は以下のような経路を提案する（※

通常時の定期点検は 1 班体制での実施で問題ない）。 

〈1 班：南山・寒風田ルート〉※時間は大凡の車での移動時間（点検時間含まず）  
  ○国道 458 号→5 分→①銅山川対岸→2 分→②村道（銅山橋）→1 分→③排水トンネル坑口→2 分

→④右側壁末端（村道）→3 分→⑤右側壁中部（村道）→5 分→⑥右側壁国道横断部→2 分→管理

道ゲート→2 分→109m 集水井(※)→5 分→MI-S07 ブロック(※)→5 分→⑦右側壁国道のり面→

2 分→⑧泥水沢上流（寒風田のり枠アンカー工） 
   ※109m 集水井、MI-S07 ブロックの点検は積雪等がなく、管理道が通行可能な場合のみ実施。 

  
〈2 班：湯ノ台・古水川ルート〉※時間は大凡の車での移動時間（点検時間含まず） 
 ○国道 458 号→15 分→⑬沼の台橋（村道）→15 分→⑫蔦郷橋（村道）→5 分→⑨右側壁～滑落崖

（国道・村道分岐）→5 分→⑩滑落崖・陥没帯（湯の台農道）→3 分→⑪滑落崖～左側壁（国道

458 号） 
 
 ※令和 6 年 7 月の豪雨後に実施した臨時点検では、1 班体制（車 1 台）での点検で、銅山川地区の

地理を知っている作業員で行うと約 1.5 時間で一通りの点検ができ、銅山川地区に詳しくない作

業員でも約 2 時間で点検ができることを確認した。 
 
 後段に平成 8 年融雪期に全体ブロックが活動した際に確認された斜面変状の状況写真を参考として

添付する。全体ブロックが再活動した場合、同様な箇所で同様な地表変状が確認されると想定される。 
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銅山川地区：緊急時点検および目視点検時の点検箇所・点検ルート 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 銅山川対岸 

109m 集水井 

② 銅山橋 

③ 排水TN坑口 

④ 右側壁末端（村道） 

⑤ 右側壁中部（村道） 

⑬ 沼の台橋（古水川下流）（村道） 

⑥ 右側壁国道横断部（国道458号） 

⑦ 右側壁国道のり面（国道458号） 

⑧ 泥水沢上流（寒風田のり面 

⑨ 右側壁～滑落崖（国道・村道分岐） 

⑩ 滑落崖・陥没帯（湯の台農道） 

⑪ 滑落崖～左側壁（国道458号） 

⑫ 蔦郷橋（古水川上流）（村道） 

MI-S07 ﾌﾞﾛｯｸ 
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臨時点検、目視点検ポイント 

⑬ 沼の台橋（古水川下流） ⑫ 蔦郷橋（古水川上流） 

13 

12 

10 

11 

9 8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

⑪ 滑落崖～左側壁（国道458号） 

⑨ 右側壁～滑落崖（国道・村道分岐部） 

⑧ 泥水沢上流（寒風田のり面） ⑦ 国道458号のり面（右側壁） 

③ 排水TN坑口 ④ 村道（末端） ⑥ 右側壁国道横断部 ⑤ 右側壁中部（村道） 
② 銅山橋 

① 銅山川対岸 

⑩ 滑落崖・陥没帯（湯の台農道） 
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〈参考〉平成8年融雪期の全体ブロック活動時に確認された斜面変状の発生状況 
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〈参考〉斜面変状の影響等による施設・構造物等の変状事例 

 斜面災害が発生した場合に確認される代表的な現象を以下にまとめる。斜面点検時の変状発生判断の参考とし

て用いられたい（各写真は他現場での事例）。 

◯斜面変動時に確認される道路等の亀裂 

 

 

 

 

 

 

 

アスファルト路面に亀裂が確認され、活動が大きいほど亀裂規模や数が増え、開口や段差も生じる 

 

 

 

 

 

 

 

未舗装路では路面の変形（沈下や隆起）、路肩等に亀裂が発生する 
 
◯斜面災害発生時に確認される土留工・擁壁等の変状 

 

 

 

 

 

 

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ土留工ではクラック→開口亀裂→前傾と変状が大きくなる。かご枠等では変形、不等沈下等が発生する 
 
◯斜面災害発生時にのり面で確認される変状 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
のり面内に筋状の段差、亀裂、表層土の流出等が確認され、構造物はクラック発生→破損と変状が大きくなる。 

◯斜面崩壊の発生時に確認される現象 

 

 

 

 

 

 

 

 

土砂、転石の流出、植生、立木の抜け落ち等が発生し、規模が大きい場合、防護柵等の施設が破損する 
 
◯土石流の発生時に確認される現象 

 

 

 

 

 

 

 

既存の施設を乗り越えた土砂や流木の流出、既存施設への異常堆砂や異常侵食が確認される 
 
◯地下水排除施設の機能低下が疑われる現象（ボーリング暗渠工） 

 

 

 

 

 

 

 
 

スケール付着等による孔口の閉塞、土砂等による孔口の埋没、崩壊等による孔口の破損が確認される 
 
◯地下水排除施設の機能低下が疑われる現象（集水井工） 

 

 

 

 

 

 

 

 

集水井の異常湛水や土砂堆積、井筒の傾倒や破断、地表面の吸出し等が確認される 
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◯その他、地すべり対策施設の機能低下が疑われる現象 

 

 

 

 

 

 

 
 

杭工頭部が露出している、また傾倒している。アンカー頭部、受圧板が破損している。水路工が変形している 

 

◯地すべり活動が疑われる地表現象（活動初期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模な亀裂が除々に拡大し、落差も大きくなり、亀裂が連続して延伸する 

◯地すべり活動に伴う地表現象（地すべり顕在化：頭部域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

地形変換点等を頭部として落差を有する馬蹄形状の崖面を形成し、左右は側壁亀裂へと連続する 

◯地すべり活動に伴う地表現象（地すべり顕在化：斜面内） 

 

 

 

 

 

 

 
 

斜面内では立木の傾倒や斜面の凹凸、亀裂が発達し、湧水点の増加や池を形成する場合もある 

◯地すべり活動に伴う地表現象（地すべり顕在化：末端域） 
 

 

 

 

 

 

 

 

土塊の押出しによる隆起や圧縮亀裂が認められる。側壁では土塊の活動に伴う擦痕が形成される場合もある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

末端に河川が位置する地すべりでは土塊の押出しにより河川が閉塞し、洪水氾濫を発生させる危険性がある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈参考〉地すべり活動に伴って生じる微地形（(一社)斜面防災対策技術協会hpより） 
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 目視点検箇所の着目点（確認ポイント） 

 以下、各観測地点における着目ポイントをまとめる。現地点検時には着目ポイントの変化に注視し、新たな変状発生の目視確認を含めて点検を行う。 
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必要に応じて追加 

必要に応じて追加 必要に応じて追加 



31 
 

8.5. 古水川流域の点検 
 銅山川全体ブロックに大きな影響はないが、古水川に整備されている治山ダムや護岸工は、古水川だけでなく古水川沿いの地すべり小ブロックの安定化に寄与している。したがって、これらの施設を中心に継続的に施設点検を実

施し、必要に応じて補修や土砂撤去等の維持管理を実施していく必要がある。 

古水川における点検項目としては、年 1 回の定期点検や気象イベント後の臨時点検の際、沼の台橋および蔦郷橋上から河床とダムの確認を行うこととしている。しかし、上記の目視点検のみでは古水川の荒廃状況（土砂移動状況）

を把握しきれない恐れがある。そこで古水川流域においては土砂流出の危険が高まる、気象庁による土砂災害警戒情報警戒レベル 4 以上と発表された場合、警戒解除後に古水川流域のポイントとなる箇所の点検実施を行う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蔦郷橋 

沼の平橋 
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観測種別 計器種類 計器 保守・点検内容 対処方法

ロガー自体の破損 データロガーの交換およびメーカー修理

水位センサーとの接続部が外れている センサーケーブルの再接続，増し締め

水位が実測値と合わない 設定を実測値に合わせる

電圧が低下している 電池を交換する

乾燥剤が赤色化している。 乾燥剤を取り替える

内蔵時計と実時刻がずれている 実時刻に合わせる

湿気で水滴が付いている 乾燥したウエス等で水滴を拭き取る，湿気取り剤の追加

孔口(塩ビ管)が破損している 塩ビ管をソケット等で補修

保孔管と水位センサーが固定されていない。 固定金具の確実な取り付け

センサー先端にスライムが付着している。 洗浄する。細ベーラーによる孔内確認

水位センサーが水位面より上にある。 センサー深度を下げる。

水位データがばらつく 結線の確認，水位センサーの交換

保護箱が破損している 保護箱の交換

ロガー自体の破損 データロガーの交換およびメーカー修理

伸縮ワイヤーが外れている ワイヤーの再接続，増し締め

伸縮ワイヤーの余長がない インバー線を延長接続する

電圧が低下している 電池を交換する

乾燥剤が赤色化している。 乾燥剤を取り替える

内蔵時計と実時刻がずれている 実時刻に合わせる

湿気で水滴が付いている 乾燥したウエス等で水滴を拭き取る，湿気取り剤の追加

小動物が営巣している 巣の除去と清掃

SLG-100データロガー

DS-1水位センサー

孔内水位

縦型伸縮計

NETLG-001
NETLG-301

データロガー

8.6. 観測機器の保守点検  
銅山川地区の観測は地すべりが最も活動しやすい積雪期から融雪期にかけて連続的に観測できる半

自動観測の実施が望ましい。 
 

 計器点検時期 

半自動観測機器の仕様は、現地の調査孔に設置しているデータロガーに自動で記録されたデータを、

定期的に手動で収集するものであるが、電子機器による自動観測のため、定期的な保守・点検を行い、

実測と整合が取れるデータの集積を行う必要がある。 

よって、定期的な観測機器の保守点検を行う。保守点検は以下の年 2 回が望ましい。 

① 融雪後（例年5月中旬）：融雪後のデータ回収時 

② 積雪前（例年12月初旬）：積雪前のデータ回収時 
 
半自動観測機器の点検保守は、以下に示す保守点検項目について、外観、手測り値との差違調整（地

下水）、信号出力、電源電圧、観測機器の設定等、以下に示す項目について点検（異常が確認された場

合は対処）する。 

 

 計器点検結果の整理 

観測機器の点検結果（観測結果含む）は点検実施毎に定められた帳票（台帳）に整理し、ファイリ

ングを行い、継続的に状況の変遷が分かりやすいように点検簿や観測野帳に記録として残し（表 8.5

参照）、各観測機器の維持管理、更新計画に有用に利用できるように整理を行う。 

なお、観測機器の点検は融雪後（5 月中旬）ないしは積雪前（11 月下旬）の何れかにデータ集積も

兼ねて、年 1 回実施することが望ましい。 

表 8.4 保守・点検内容一覧 
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○「保守点検簿」における水位計点検項目の用語説明 
 用語は、下記の引用資料に基づく。 
オサシテクノス株式会社(2008.9/4)：NetLG-001 水位データ集録装置取扱説明書、Rev3.3 

 実水位(m) ：センサー先端から水面までの距離 

 地下水位(GL-m)：深度から現在の実水位を差し引いた値 

 オフセット(m) ：実水位の調整補正値 

        （実水位を調整するとオフセットは連動し自動的に設定される。） 

 設置深度(GL-m)：水位計の設置深度 

 センサー係数 ：使用している水位センサー固有の値(センサー係数より実水位が算出される。) 

         （係数は水位センサー毎に決められている水位センサーを交換する時以外は変更

しない。） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 8.1 水位観測保守点検用語説明図（地下水位、実水位、センサ-深度） 

表 8.5 保守点検簿作成例 
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表 8.6 半自動観測器の概要 
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 施設の維持管理、更新計画 

銅山川地区の恒久的な安定化を維持していくために、銅山川地区に導入されている治山施設の維持

管理が必要である。特に銅山川地区では地下水排除工が地すべりの安定に大きく寄与しているため、

地下水排除工の維持管理が重要である。 
 

・基本的に「治山施設個別施設計画策定マニュアル」に則って施設点検（5 年に 1 度の実施を提案）

を実施し、施設の健全度評価を行う。 
・健全度評価により補修、更新が必要と判定された施設については優先順位を決定し、対策施設の

更新計画を立案する。 
・銅山川地区の基幹対策となる排水トンネルの排水量が地すべりの安定性に大きく寄与しているこ

とから、排水トンネル流量の変化に注意する（排水量が減ってくるようであれば地下水排除機能

の低下が疑われる）。 

 
銅山川の地下水排除工については以下の点に留意して健全度評価を行い、機能回復工事の必要性を

判断する。なお、施設点検結果は「治山施設個別施設計画策定マニュアル」にある様式に則って整理

する（P.41 参照）。 
 

◯地下水排除工 
排水量、地下水位の観測結果で、排水量の低下や地下水位上昇が連続するような場合は排水機能 

の低下が疑われるため、地下水排除施設の点検を行い、洗浄工や地下水排除工の更新を行う。 
  特に排水トンネルの維持管理においては、経年の流量観測結果による排水量のトレンドと現状の

排水量のトレンドを比較することで（流量が全体的に低下傾向にある等）、施設の健全度を判断する。 
 
◯施設点検による健全度評価 

「治山施設個別施設計画策定マニュアル」に則った施設点検を 5 年に 1 度の期間で実施し、治山 
施設の健全度評価を行い、補修、更新が必要とされた施設について適宜更新する。 

  なお、地下水排除工については各観測結果で機能低下が疑われるようであれば、5 年に 1 度より 
も短いスパンで施設点検を実施する。 

 
◯排水トンネル内部の点検 

トンネル内部の点検は覆工の劣化や落とし込みボーリングの閉塞状況等を確認するため、施設点 
検と同じペース（5 年に 1 度）で排水トンネル内部の点検を行う。 

 
◯排水トンネルの換気坑（換気ファン）の稼働状況確認 

排水トンネルの換気坑については、入坑時に酸欠になる恐れがあるため、安全に排水トンネル内 
部で作業が行えるように、年 1 回は換気ファンの稼働状況を確認、点検を行う。 
※換気ファンの点検については参考資料 P.47～52 にまとめる。 

 
 ◯集水井、排水トンネル坑門工等の防護柵、門扉等の付帯施設 

付帯施設の管理は施設点検実施時と同時に腐食、破損等の点検を行う。 
 
 ◯作業道の維持管理（路肩崩壊、路面侵食等） 

作業道の維持管理は定期点検時等、車両の通行時に目視点検、走破性を確認し、路面や路肩の補

修を適宜、行う。 
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作業内容
 調査対象施設の調査方針の策定

調査計画  治山台帳等の既存資料から、点検診断を実施する箇所を選定し、点
検対象の構造物の位置、諸元、保全対象等を把握するとともに、調査
方針を決定する。なお、この時点で調査対象の数量に増減が生じた場
合は、監督職員に報告し対応を協議するものとする。
 点検対象の構造物について、位置確認、目視観察等を実施して、施
設の異常の有無及び損傷の状況を記録し、写真撮影を行うとともに、
補修計画、点検計画を検討する。
 １箇所に複数の構造物がある場合は、それぞれについて現地調査を
実施する。

位置確認  点検対象の構造物の位置を確認して、図面上の位置・座標を記録す
る。
 点検対象の構造物の外観を目視により観察するとともに、必要に応
じて携帯用の計測機器等で計測を実施して、施設の異常の有無、損傷
の状況等を把握して記録する。
 点検対象の構造物周辺の森林等を目視で確認して、復旧状況、荒廃
状況を記録する。

写真撮影  点検対象の構造物の状況について、全景、異常部位の状況の写真撮
影を実施する。なお、現地調査で発見できない箇所、又は近づくこと
の困難であった箇所等については、UAV等の活用を含むものとする。

資料作成  調査内容を分析・検討・整理して、調査対象流域の荒廃状況等の総
括資料を作成するものとする。

点検計画  点検対象の構造物について、詳細調査の必要性・緊急性、点検計画
（内容、頻度など）を判断して記録する。

補修計画  点検対象の構造物について、補修等の必要性・緊急性、補修等の計
画（工法、概略規模など）を判断して記録する。
 調査点検診断の取りまとめ及び報告書作成

帳票作成・
写真整理

点検対象の構造物について、現地調査の結果を整理し帳票に記載する
とともに、写真を整理し保存して、報告書を作成する。

業務区分
 事前調査

 現地調査

目視観察・
簡易計測

 取りまとめ

 以下、施設点検における業務区分（作業区分）と作業内容を一覧表にまとめる。なお、銅山川地区

においては既存の点検結果資料を活用することができるため、事前調査や現地調査位置確認作業は省

略することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、施設点検結果による健全度評価は以下の 4 区分に分けて判定を行う。 

 ・「健全度Ⅰ」：異常なし又は軽微な損傷・劣化とする。 

 ・「健全度Ⅱ」：施設機能は維持されているため経過観察とする。 

 ・「健全度Ⅲ」：機能低下が生じる可能性があり、早期に対策が必要である。 

 ・「健全度Ⅳ」：安定性や強度が低下しており、緊急に対策が必要である。 
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以下に健全度評価における閾値を参考として下表にまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

この施設健全度に加え、保全対象との関係、施設の重要度（予防保全、更新等の必要性、事後的な

措置による対応等を含む）等を加味して、補修計画の優先度を選定する。 
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〈参考資料１〉地すべり防止区域点検について 

 「地すべり防止区域点検マニュアル」（山形県農林水産部森林課 H18.11）に示されている点検項目

および点検調査表を添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

〈参考資料２〉治山施設点検について 

 「治山施設個別施設計画策定マニュアル（平成 29 年度改訂版）」（林野庁 H30.3）に示されている

点検チェックシート（地すべり防止工）を添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

〈参考資料３〉現地踏査・施設点検時に必要な資機材 

以下に参考までに現地踏査、施設点検時に必要な資機材について一覧表に示す。 

 使用機械一覧表（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：施設点検時携行品（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポール 

スラント 

反射ベスト 

ヘッドランプ 
ヘルメット 

ハンディ GPS 

点検野帳 

墜落制止用器具 

リボンロッド 

巻尺 
セーフティﾌﾞロック 

酸素濃度計 

テストハンマー 

コンベックス 
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〈参考資料４〉集水井点検時の安全対策 

 集水井等の点検の際には、計測（ガス濃度測定を含む）を行い、安全の確保に努める。 

 集水井内で作業を行う場合、3 人で 1 班体制とし、集水井内に入る作業員は墜落制止用器具と安全

ブロックを装着し、1 名ずつ井内に降りる。必ず 1 名は井外に残り、安全ブロックの管理と井内作業

員との連絡のために待機する。 

なお、以下の場合は集水井内に入っての点検は行わず、目視点検のみ実施する。 

① 酸素濃度と硫化水素濃度のどちらかが基準値を超過する。 

（酸素濃度：18%未満、硫化水素濃度：10ppm 以上） 

② 腐食、破損等で昇降階段の安全性が確保できない。 

③ 集水井井筒が大きく変形、破損している。 

④ 貯水槽（井筒）が湛水している、また、集水量が多く安全に作業できない。 

 以下に集水井内点検での安全対策例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        ※検尺ロッドで延長等を確認する場合。目視点検で孔口閉塞状況確認のみの場合は不要 

             

図：集水井内点検での安全対策例 

①酸素濃度計を使用し、酸素濃度を 

測定する。 

必要に応じて送風機、風管を設置。 

②集水ボーリングの詳細点検時は 

足場板の設置が必要。 

③安全帯及び安全ブロックを使用す

る 
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〈参考資料５〉観測データについて 

〈地下水位観測データ〉 

 ・地下水位観測は水圧式水位センサーにより、水頭圧の変化から地下水位を測定するものである。 

 ・基本的に降雨や融雪等に反応して水位変動が観測されるが、以下に示すような地下水位変動のパ

ターンが観測された場合、異常値または計器故障の可能性がある（パターン①を除く）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：水位観測グラフの異常判断例（案） 
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歪み

月日

タイプＡ

タイプＣ

タイプＤ

タイプＥ

タイプＢ

〈地すべり動態観測データ〉 

 ・パイプ歪計はボーリング孔に挿入した塩ビパイプ（保孔管）に歪ゲージを取り付け、パイプの変

形によって生ずるひずみ変動を電気的に検出し、地すべり活動を測定するものである。 

・地中伸縮計、地表伸縮計は不動点、移動点の 2 点をインバー線で固定し、インバー線伸縮量の経

時的変化により地すべり活動を測定するものである。 

 ・基本的に地すべり活動は上から下への一方向的な活動を示すことから、観測データで回帰方向が

観測されるようであれば異常値である可能性が高い。 

・歪計は電気的なものであることから、経年劣化が進むと急激な断線や異常累積といったノイズデ

ータが現れることが多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：時間－歪量曲線のモデル図、歪柱状による解析図 

タイプＡ 
（累積変動） 

確実かつ断続的なひずみ累積があり、このような変動は活動中の地すべり以外

にその原因を求め得ず、活動性すべり面と判定する。ただし、晴雨にかかわら

ず長期にわたってひずみの累積が長く続く場合はゲージの故障の可能性があ

り、すべり面測桿によって確認する必要がある。 
タイプＢ 
（断続累積） 

変動は断続的であっても全体としては確実に累積していくということから、断

続性の活動すべり面と判定する。 
タイプＣ 
（一時変動） 

変動部が、１～２回の変動であれば、ノイズとの解釈もできるが、変動が３回

以上の場合は「疑わしいすべり面」と解釈し、最終的な判断は、多種調査との

対比によって行う。 
タイプＤ 
（交互変動） 

地すべり移動によって塩ビ管に与えられるひずみは大移動に伴うパイプの折

損等の特殊な場合を除き、回復しないはずであり、地すべりによるものではな

く、パイプ周辺の地盤の局部的な変動などによるパイプの一時的変動形（ノイ

ズ）と解釈する。 
タイプＥ 
（無変動） 

当該観測期間では、すべり面と判定されない。伸縮計等により地すべり活動の

存在が疑われ、かつこのタイプのひずみ量観測曲線が得られる場合には、ゲー

ジ間隔をより密にしたパイプ歪計の再設置を検討する。 
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1 方向 2 ゲージでのパイプ歪計は主断面方向（地すべり移動方向）に向けて設置されており、地す

べりが活動した時の歪グラフは図のようにすべり面深度を挟んでグラフ上の正負として描かれる。 

 

図：パイプ歪計変状方向とグラフでの正負表記 概念図（縦断方向） 

a）相隣り合う歪計の上側が正の累積歪、下側が負の累積歪を示す場合 

→ 両者の中間にすべり面。 

b）ある 1 点のみの歪計が正の累積歪を示す場合 

→ その歪ゲージ位置のやや下位にすべり面 ...... 安全側に立ち、下位のゲージとの間の中点をすべり

面位置とする。 

c）ある 1 点のみの歪計が負の累積歪を示す場合 

→ その歪ゲージ位置のやや上位にすべり面 ...... 安全側に立ち、その歪ゲージ位置をすべり面とする。 

参考として「地すべり対策技術設計実施要領（地すべり調査工事）」社団法人 地すべり対策技術協

会に示されている判定基準を表に示す。 

 

表：変動種別一覧表（単位：μS） 

変動種類 
日変動絶対

値 
（μS/月） 

累積変動絶対値 
（μS/月） 

変 動  形 態 すべり面

存在の地

形・地質的

可能性 

総合 
判定 累積傾向 変動状況 

確定変動 10２以上 5×10３以上 顕  著 累積状態 有 り 確定 

準確定変動 10２以上 10３以上 やや顕著 累積状態 有 り 準確 

潜在変動 10２以下 10２以上 やや有り 
累積断続 
撹 乱 
回 帰 

有 り 潜在 

異常変動 10２以上 10３以上 な し 
断 続 
撹 乱 
回 帰 

な し 地すべり 
以外 

（出典：地すべり観測便覧H24.10 月 p405（社）斜面防災対策技術協会）より  

 

 

縦断方向のパイプ歪計ゲージ

〔パイプ歪計の状態〕 〔 経時変化図 〕

歪み測点Ａの値は正の方向へ累積

頭部方向(山) 末端方向(谷) 歪量

土塊の移動方向－→
＊歪み測点 Ａ 歪み測点 Ａ

すべり面

＊ 歪み測点 Ｂ 歪み測点 Ｂ

歪み測点Ｂの値は負の方向へ累積

時 間
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〈参考資料６〉排水トンネル換気ファンの点検について 

 銅山川地区の排水トンネルの換気設備（換気ファン）は三井三池製作所製の「MFA60P2-SC4 型（固

定翼型コントラファン）」が設置されている。 
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【点検項目および推奨頻度】 

① 絶縁抵抗測定：半年に 1 回（メーカー推奨） 

  絶縁抵抗≧1MΩ以上を確認する。（絶縁抵抗計 DC500V メガーにて測定） 

  絶縁抵抗値は換気ファン制御盤にある端子台で測定する。 

  絶縁抵抗が低下している場合は巻線の乾燥を実施し、それでも回復しない場合は故障の可能性が

高いため、詳細点検を行い故障の原因を特定する。 

 

 

 

 

 

 

 
 

写真：換気ファン制御盤と絶縁抵抗計 
 

② 目視点検：1 年に 1 回 

  制御盤内にほこりは溜まっていないか。 

  各部端子やボルトに緩みや腐食等はないか。 

  ケーブルに損傷はないか（野生鳥獣による食害など）。 

  コントラファン内部に異物は混入していないか。 

  羽（回転部）のダスト付着状況を確認する。ダストの付着が著しい場合は分解して十分に清掃し、

摩耗、腐食の状態やクラックの有無を確認する。 

  換気口元に支障物はないか。換気ファン建屋に変状はないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  写真：風洞の点検穴から内部を覗いた状況 

 

 

 

 

 

 

 
  写真：換気ファン建屋と換気坑元 
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③ 稼働時の点検項目 

  起動電流および運転中の電流が正常かを確認する。 

  サーマルやタイマー等の設定値が正しいかを確認する。 

  ファン内部に異音や振動が発生した場合は直ちに停止し、再度②の点検を実施する。 

  電流値等の詳細は添付の点検表に示す。 
 
＜その他注意点＞ 

  コントラファンを分解する場合は構造をよく熟知し、分解の手順を理解する。 

  回転部はグリースが充填された密封軸受を使用しているため、点検時の注油は不要。 

→油漏れ等、異常発生時は軸受ごとの交換となる（ダクトの取り外しが必要）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：換気ファン構造図（メーカーマニュアルより） 
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〈参考資料７〉銅山川地区治山施設一覧表（様式1）（令和8年度に最終更新予定）※黄色網掛け箇所はR4年度以降に施工された施設で今年度に施設点検を実施（現在、点検結果整理中） 
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〈参考資料８〉山地災害について（一般向け資料）と大蔵村ハザードマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林野庁森林整備部治山課山地災害対策室HP より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山形県白鷹町総務課防災管財係 HP より 

【 メ モ 】 
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銅山川全体ブロック 


